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介護給付費介護給付費介護給付費介護給付費のののの請求請求請求請求についてについてについてについて      平素から介護保険事業に関しまして、格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。  さて、この度、岡山市が平成２１年４月１日から政令指定都市に移行することに伴い、岡山県国民健康保険団体連合会への請求方法が下記のとおり変更となります。 また、４月以降に使用していただく被保険者証等の発送時期も下記のとおりです。  ご多忙中のところ誠に恐れ入りますが、関係職員の皆様へのご周知の程どうぞよろしくお願いいたします。   記 

 被保険者証等の交付について   新しい被保険者証は３月末に発送予定です。 

 請求方法について   ① 政令指定都市移行に伴い、保険者番号が変更になります。       変 更 前 変 更 後 

岡山市  ３３２０１５ 新新新新    岡山市岡山市岡山市岡山市        ３３３３３３３３１００９１００９１００９１００９    

 ② 新しい保険者番号での岡山県国民健康保険団体連合会への請求は、平成２１年４月利用分からとなります。    月遅れでご請求される場合（平成２１年３月３１日以前の利用分）は、旧保険者番号にてご請求ください。 

 ③ 変更になるのは保険者番号のみです。被保険者番号、事業者コード等は、従来どおりのものでご請求ください。 

 

     具体的な請求方法につきましてご不明な点等ございましたら、岡山県国民健康保険団体連合会、または下記までお問合せください。  

 ◇問い合わせ先                  岡山市介護保険課 ０８６－８０３－１２４１ １２４０ 


